
 令和７年２月２１日提出 

 令和７年３月那須塩原市議会 

 定例会議議案 

 那須塩原市 





 令和７年３月那須塩原市議会定例会議付議事件 

 議 案 番 号  件　　　　名  主　管 

 同意第１号  那須塩原市公平委員会委員の選任について  総務部 

 同意第２号  那須塩原市教育委員会委員の任命について  総務部 

 同意第３号  人権擁護委員の候補者の推薦について  市民生活部 

 議案第１号  那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す 

 る基準等を定める条例の制定について 

 保健福祉部 

 議案第２号  那須塩原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

 営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

 的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について 

 保健福祉部 

 議案第３号  那須塩原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を 

 定める条例の制定について 

 保健福祉部 

 議案第４号  那須塩原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

 防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を 

 定める条例の制定について 

 保健福祉部 

 議案第５号  那須塩原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を 

 定める条例の制定について 

 保健福祉部 

 議案第６号  那須塩原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

 に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する 

 条例の一部改正について 

 企画部 

 議案第７号  那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について  総務部 

 議案第８号  那須塩原市職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正について  総務部 

 議案第９号  那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正について  保健福祉部 

 議案第１０号  那須塩原市手数料条例等の一部改正について  建設部 

 議案第１１号  那須塩原市健康長寿センター条例の一部改正について  保健福祉部 

 議案第１２号  那須塩原市国民健康保険条例の一部改正について  保健福祉部 

 議案第１３号  那須塩原市介護保険条例の一部改正について  保健福祉部 

 議案第１４号  那須塩原市環境基本条例の一部改正について  環境戦略部 

 議案第１５号  那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に 

 関する条例の一部改正について 

 環境戦略部 

 議案第１６号  空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴 

 う関係条例の整理について 

 建設部 

 議案第１７号  那須塩原市企業立地審議会条例の廃止について  産業観光部 

 議案第１８号  令和６年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）  総務部 

 議案第１９号  令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）  保健福祉部 

 議案第２０号  令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）  保健福祉部 

 議案第２１号  令和６年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号）  保健福祉部 

 議案第２２号  令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号）  産業観光部 

 議案第２３号  令和６年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第４号）  上下水道部 

 議案第２４号  令和６年度那須塩原市下水道事業会計補正予算（第３号）  上下水道部 

 議案第２５号  令和７年度那須塩原市一般会計予算  総務部 

 議案第２６号  令和７年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算  保健福祉部 



 議案第２７号  令和７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算  保健福祉部 

 議案第２８号  令和７年度那須塩原市介護保険特別会計予算  保健福祉部 

 議案第２９号  令和７年度那須塩原市温泉事業特別会計予算  産業観光部 

 議案第３０号  令和７年度那須塩原市墓地事業特別会計予算  環境戦略部 

 議案第３１号  令和７年度那須塩原市水道事業会計予算  上下水道部 

 議案第３２号  令和７年度那須塩原市下水道事業会計予算  上下水道部 

 議案第３３号  損害賠償の額の決定及び和解について  産業観光部 

 議案第３４号  那須塩原市ＤＸ推進戦略について  企画部 

 議案第３５号  第３期那須塩原市子ども・子育て未来プラン－那須塩原市こども計画－ 

 について 

 子ども未来部 

 議案第３６号  那須塩原市都市計画マスタープランについて  建設部 

 報告第１号  専決処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  総務部 

 報告第２号  専決処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  建設部 



 同意　第１号 

 那須塩原市公平委員会委員の選任について 

 次の者を那須塩原市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２５ 

 年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 住　　所　　 

 氏　　名　　阿美　豊 

 生年月日　　 

 住　　所　　 

 氏　　名　　伴内　照和 

 生年月日　　 

 住　　所　　 

  

 氏　　名　　潮田　賢治 

 生年月日　　 
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 同意　第２号 

 那須塩原市教育委員会委員の任命について 

 次の者を那須塩原市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び 

 運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会 

 の同意を求める。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 住　　所　　 

 氏　　名　　  大澤　真弓 

 生年月日　　 
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 同意　第３号 

 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律 

 第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 住　　所　　 

 氏　　名　　鈴木　幸江 

 生年月日　　 
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 議案　第１号 

 那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 

 準等を定める条例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 

 準等を定める条例 

 　（趣旨） 

 第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

 う。）第７８条の２第１項（法第７８条の１２において準用する介護保険法施行 

 令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３５条の６の規定によ 

 り読み替えて適用される法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。以 

 下同じ。）及び第４項第１号、第７８条の２の２第１項並びに第７８条の４第１ 

 項及び第２項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

 運営に関する基準等を定めるものとする。 

 　（定義） 

 第２条　この条例において使用する用語は、指定地域密着型サービスの事業の人 

 員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「基準 

 省令」という。）において使用する用語の例による。 

 　（指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員） 

 第３条　法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。　 

 （指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者）　 
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 第４条　法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

 　（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）　 

 第５条　法第７８条の２の２第１項並びに第７８条の４第１項及び第２項に規定す 

 る条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 

 準は、次条から第１８条までに定めるもののほか、基準省令の定めるところによ 

 る。 

 （指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備） 

 第６条　前条において、基準省令第３条の４０第２項、第１７条第２項、第３６条 

 第２項（第３７条の３において準用する場合を含む。）、第４０条の１５第２ 

 項、第６０条第２項、第８７条第２項、第１０７条第２項、第１２８条第２項、 

 第１５６条第２項（第１６９条において準用する場合を含む。）及び第１８１条 

 第２項中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

 　（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

 第７条　指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常 

 に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

 ２　指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営する 

 に当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者 

 又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する 

 者との連携に努めなければならない。 

 ３　指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた 

 め、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の 

 措置を講じなければならない。 

 ４　指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当 

 たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行う 

 よう努めなければならない。 

 　（定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針） 

 第８条　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場 

 合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その 

 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は 

 随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活 
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 上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるよ 

 うにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持 

 回復を目指すものでなければならない。 

 　（夜間対応型訪問介護の基本方針） 

 第９条　指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、 

 その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常 

 生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報により 

 その者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間 

 において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援 

 助を行うものでなければならない。 

 　（地域密着型通所介護の基本方針） 

 第１０条　指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合において 

 も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した 

 日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常 

 生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び 

 心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの 

 でなければならない。 

 　（指定療養通所介護の基本方針） 

 第１１条　指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その 

 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活 

 を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の 

 世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機 

 能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけれ 

 ばならない。 

 ２　指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、 

 利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な 

 連携に努めなければならない。 

 　（認知症対応型通所介護の基本方針） 

 第１２条　指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合において 

 も、その認知症である利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態に 
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 ある者を除く。）が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し 

 た日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日 

 常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及 

 び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るも 

 のでなければならない。 

 　（小規模多機能型居宅介護の基本方針） 

 第１３条　指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅に 

 おいて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点にお 

 いて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護そ 

 の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能 

 力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするもの 

 でなければならない。 

 　（認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

 第１４条　指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であ 

 るものについて、法第８条第２０項に規定する共同生活を営むべき住居におい 

 て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その 

 他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力 

 に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならな 

 い。 

 　（地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針） 

 第１５条　指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設 

 サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世 

 話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設 

 入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有 

 する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければ 

 ならない。 

 ２　指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的 

 な事業運営に努めなければならない。 

 　（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針） 

 第１６条　指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う指定地域 
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 密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限 

 り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、 

 相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、 

 健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自 

 立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければなら 

 ない。 

 ２　指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にそ 

 の者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する 

 ように努めなければならない。 

 ３　指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家 

 庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス 

 事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービ 

 ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 　（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針） 

 第１７条　ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思 

 及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生 

 活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続し 

 たものとなるよう配慮しながら、各ユニット（少数の居室及び当該居室に近接し 

 て設けられる共同生活室により一体的に構成される場所をいう。）において入居 

 者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければな 

 らない。 

 ２　ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重 

 視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型 

 サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提 

 供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 　（看護小規模多機能型居宅介護の基本方針） 

 第１８条　指定看護小規模多機能型居宅介護（法第８条第２３項第１号に規定する 

 複合型サービスをいう。）の事業は、  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及 

 び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第５９条に規定する訪問看 

 護の基本方針及び第１３条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏ま 
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 えて行うものでなければならない。  　　　 

 　　　附　則 

 　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 議案　第２号 

 那須塩原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 

 びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

 の方法に関する基準等を定める条例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 

 びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

 の方法に関する基準等を定める条例 

 （趣旨） 

 第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

 う。）第１１５条の１２第２項第１号（法第１１５条の２１において準用する介 

 護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３５条の１３の規定により読み 

 替えて適用される法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。以下同 

 じ。）並びに第１１５条の１４第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域密着 

 型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防 

 サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるも 

 のとする。 

 　（定義） 

 第２条　この条例において使用する用語は、指定地域密着型介護予防サービスの事 

 業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防 

 のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。 
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 以下「基準省令」という。）において使用する用語の例による。 

 　（地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けることができる者）　 

 第３条　法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

 　（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 等） 

 第４条　法第１１５条の１４第１項及び第２項に規定する条例で定める指定地域密 

 着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予 

 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条か 

 ら第９条までに定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。 

 　（指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備） 

 第５条　前条において、基準省令第４０条第２項、第６３条第２項、第８４条第２ 

 項中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

 　（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） 

 第６条　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重 

 して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

 ２　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービス 

 の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着 

 型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービ 

 ス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

 ３　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止 

 等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施す 

 る等の措置を講じなければならない。 

 ４　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービス 

 を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情 

 報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 　（介護予防認知症対応型通所介護の基本方針） 

 第７条　指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者 

 （その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）が可能な限 

 りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生 

 活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図 
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 り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 　（介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針） 

 第８条　指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限り 

 その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当 

 該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営 

 むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及 

 び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用 

 者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 　（介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

 第９条　指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用 

 者が可能な限り法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居におい 

 て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その 

 他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持 

 回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければな 

 らない。 

 　　　附　則 

 　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 議案　第３号 

 那須塩原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定め 

 る条例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定め 

 る条例 

 （趣旨） 

 第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

 う。）第１１５条の４６第５項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的 

 支援事業（以下「事業」という。）を実施するために必要な基準を定めるものと 

 する。 

 （基本方針） 

 第２条　地域包括支援センターの設置者は、事業を実施するため、次に掲げる事項 

 を遵守しなければならない。 

 ⑴　次条第１項に掲げる職員が協働して事業を実施することにより、各被保険者 

 の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第２４条第２項に規定す 

 る介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利 

 擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限 

 り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにする 

 こと。 

 ⑵　那須塩原市地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平成１ 
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 １年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６６第１号イに 

 規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「地域包括運営協議 

 会」という。）の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するこ 

 と。 

 （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

 第３条　一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者（法第 

 ９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の数がおおむね３， 

 ０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職 

 員の員数（地域包括運営協議会が第１号被保険者の数及び地域包括支援センター 

 の運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包 

 括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤 

 の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職 

 員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次 

 項において同じ。）は、原則として次のとおりとする。 

 ⑴　保健師その他これに準ずる者　１人 

 ⑵　社会福祉士その他これに準ずる者　１人 

 ⑶　主任介護支援専門員（介護支援専門員であって、省令第１４０条の６８第１ 

 項第１号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者（当該研修を修了し 

 た日（以下この号において「修了日」という。）から起算して５年を経過した 

 者にあっては、修了日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日ま 

 での間に、同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している 

 者に限る。）をいう。）その他これに準ずる者　１人 

 ２　前項の規定にかかわらず、地域包括運営協議会が地域包括支援センターの効果 

 的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域 

 を一の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数について、おおむね３，０ 

 ００人以上６，０００人未満ごとに同項第１号から第３号までに掲げる常勤の職 

 員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内 

 の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場 

 合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員 

 数の基準は、同項第１号から第３号までに掲げる者のうちから２人とする。 
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 ３　第１項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏 

 域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括運営協議 

 会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の 

 表の左欄に掲げる担当する区域における第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同 

 表の右欄に定めるところによる。 

 担当する区域における 

 第１号被保険者の数 

 人員配置基準 

 おおむね１，０００人 

 未満 

 第１項各号に掲げる者のうちから１人又は２人 

 おおむね１，０００人 

 以上２，０００人未満 

 第１項各号に掲げる者のうちから２人（うち１人 

 は専らその職務に従事する常勤の職員とする。） 

 おおむね２，０００人 

 以上３，０００人未満 

 専らその職務に従事する常勤の第１項第１号に掲 

 げる者１人及び専らその職務に従事する常勤の同 

 項第２号又は第３号に掲げる者のいずれか１人 

 附　則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 議案　第４号 

 那須塩原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

 援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条 

 例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

 援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条 

 例 

 　（趣旨） 

 第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

 う。）第５９条第１項第１号、第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の 

 ３１において準用する  介護保険法施行令  （平成１０年政令第４１２号）  第３５条 

 の１４の規定により読み替えて適用される法第７０条の２第４項において準用す 

 る場合を含む。）並びに第１１５条の２４第１項及び第２項の規定に基づき、指 

 定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予 

 防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。 

 　（定義） 

 第２条　この条例において使用する用語は、指定介護予防支援等の事業の人員及び 

 運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

 する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「基準省令」という。）にお 

 いて使用する用語の例による。 
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 　（指定介護予防支援事業者の指定を受けることができる者） 

 第３条　法第１１５条の２２第２項第１号の規定により条例で定める者は、法人と 

 する。 

 　（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等） 

 第４条　法  第５９条第１項第１号  及び第  １１５条の２４第１項及び第２項に規定す 

 る条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

 援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  は、基準省令の定 

 めるところによる。 

 　（指定介護予防支援の提供に関する記録の整備） 

 第５条　前条において、  基準省令第２８条第２項（第３２条の規定において準用す 

 る場合を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

 　（基本方針） 

 第６条　指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、 

 自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければな 

 らない。 

 ２　指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に 

 応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成す 

 るために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多 

 様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでな 

 ければならない。 

 ３　指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の 

 意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介 

 護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域 

 密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わ 

 なければならない。 

 ４　指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援セン 

 ター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援 

 事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によ 

 るサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければ 

 ならない。 
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 ５　指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要 

 な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講 

 じなければならない。 

 ６　指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、介護 

 保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ 

 ばならない。 

 　　　附　則 

 　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 議案　第５号 

 那須塩原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め 

 る条例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め 

 る条例 

 （趣旨） 

 第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

 う。）第４７条第１項第１号、第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項に 

 おいて準用する場合を含む。）並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づ 

 き、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとす 

 る。 

 （定義） 

 第２条　この条例において使用する用語は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び 

 運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「基準省令」という。） 

 において使用する用語の例による。 

 （指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者） 

 第３条　法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場合を 

 含む。）の条例で定める者は、法人とする。 

 　（指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第４条　法第４７条第１項第１号並びに法第８１条第１項及び第２項に規定する条 
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 例で定める指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等は、基準省令 

 の定めるところによるものとする。 

 　（指定居宅介護支援の提供に関する記録の整備） 

 第５条　前条において、基準省令第２９条第２項（第３０条において準用する場合 

 を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

 　（基本方針） 

 第６条　指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利 

 用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を 

 営むことができるように配慮して行わなければならない。 

 ２　指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に 

 応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多 

 様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでな 

 ければならない。 

 ３　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の 

 意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居 

 宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏する 

 ことのないよう公正中立に行われなければならない。 

 ４　指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援セン 

 ター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、 

 指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

 ５　指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要 

 な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講 

 じなければならない。 

 ６　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護 

 保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ 

 ばならない。 

 ７　前各項の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。 

 　　　附　則 

 　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

20



21



 議案　第７号 

 那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 第１条　那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１７年那須塩原市条例 

 第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

 第２条　那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正す 

 る。 

 第４条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

 附　則 

 （施行期日等） 

 １　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月 

 １日から施行する。 

 ２　第１条の規定による改正後の那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の規 

 定は、令和６年１２月１日から適用する。 
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 議案　第１２号 

 那須塩原市国民健康保険条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市国民健康保険条例（平成１７年那須塩原市条例第１３９号）の一部を 

 次のように改正する。 

 第１０条の２を削る。 

 附　則 

 この条例は、令和７年５月７日から施行する。 
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 議案　第１３号 

 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市介護保険条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市介護保険条例（平成１７年那須塩原市条例第１４０号）の一部を次の 

 ように改正する。 

 目次中「 

 第３章　介護保険の運営（第１７条―第２２条） 

 第４章　指定地域密着型サービス事業者（第２３条―第３５条） 

 第５章　指定地域密着型介護予防サービス事業者（第３６条―第４０条） 

 」を「 

 第３章　介護保険の運営（第１７条―第２２条） 

 」に、「 

 第６章　地域支援事業（第４１条―第４５条） 

 第７章　地域包括支援センター（第４６条―第４９条） 

 第８章　指定介護予防支援事業（第５０条・第５１条） 

 第９章　指定居宅介護支援等の事業（第５２条・第５３条） 

 」を「 

 第４章　地域支援事業（第２３条―第２７条） 

 」に、「第１０章」を「第５章」に、「第５４条」を「第２８条」に、「第５８ 

 条」を「第３２条」に改める。 
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 第１９条に次の１号を加える。 

 ⑶　那須塩原市介護保険運営協議会規則（平成１７年那須塩原市規則第９５号） 

 第９条に掲げる事項 

 第１９条に次の１項を加える。 

 ２　前項第３号に規定する事項を審議する場合において、協議会は介護保険法施行 

 規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６に規定する地域包括支援 

 センター運営協議会とみなす。 

 第４章及び第５章を削る。 

 第６章中第４１条を第２３条とし、第４２条から第４５条までを１８条ずつ繰り 

 上げる。 

 第６章を第４章とする。 

 第７章から第９章までを削る。 

 第１０章中第５４条を第２８条とし、第５５条から第５８条までを２６条ずつ繰 

 り上げる。 

 第１０章を第５章とする。 

 附　則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 議案　第１６号 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関 

 係条例の整理について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関 

 係条例の整理に関する条例 

 （那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例の一部改正） 

 第１条　那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例（平成２８年那須塩原市条例 

 第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を 

 加える。 

 ⑶　管理不全空き家等　法第１３条第１項に規定する管理不全空家等をいう。 

 第９条第１項中「法第２２条第２項」を「法第１３条第２項又は法第２２条第 

 ２項」に改め、同条第２項中「特定空き家等」を「特定空き家等又は管理不全空 

 き家等」に改める。 

 （那須塩原市空き家対策審議会条例の一部改正） 

 第２条　那須塩原市空き家対策審議会条例（平成２８年那須塩原市条例第４号）の 

 一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶　法第１３条第１項に規定する管理不全空家等に対する措置の方針に関する 

 こと。 
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 附　則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案　第１７号 

 那須塩原市企業立地審議会条例の廃止について 

 上記議案を提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市企業立地審議会条例を廃止する条例 

 那須塩原市企業立地審議会条例（平成２９年那須塩原市条例第３号）は、廃止す 

 る。 

 附　則 

 （施行期日） 

 １　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （那須塩原市企業立地促進条例の一部改正） 

 ２　那須塩原市企業立地促進条例（平成２９年那須塩原市条例第２号）の一部を次 

 のように改正する。 

 　第１３条を削り、第１４条を第１３条とする。 

 （那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 

 部改正） 

 ３　那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平 

 　成１７年那須塩原市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 　別表中企業立地審議会委員の項を削る。 
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 議案　第１９号 

 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）を別冊のとおり 

 提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２０号 

 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）を別冊のとお 

 り提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２１号 

 令和６年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 令和６年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出 

 する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２２号 

 令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号） 

 令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出 

 する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２３号 

 令和６年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第４号） 

 　令和６年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出す 

 る。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２５号 

 令和７年度那須塩原市一般会計予算 

 令和７年度那須塩原市一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２６号 

 令和７年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

 令和７年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２７号 

 令和７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２８号 

 令和７年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

 令和７年度那須塩原市介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２９号 

 令和７年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

 令和７年度那須塩原市温泉事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第３１号 

 令和７年度那須塩原市水道事業会計予算 

 　令和７年度那須塩原市水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第３２号 

 令和７年度那須塩原市下水道事業会計予算 

 　令和７年度那須塩原市下水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第３３号 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 次の損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７ 

 号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　事案の概要 

 那須高林産業団地の分譲済み区画において出土した地中障害物に係る撤去費用 

 等の損害を与えたもの 

 ２　損害賠償の額　　２８，５４５，０００円 

 ３　和解の内容 

 ⑴　市は、相手方に対し、損害賠償金の支払義務があることを認め、市議会の議 

 決後に相手方からの請求書を受領した日から３０日以内に指定の口座へ振り込 

 む。 

 ⑵　市及び相手方は、本件に関し、損害賠償金以外に何らの債権債務のないこと 

 を確認し、互いに何らの請求をしない。 

 ４　相手方　　〇〇〇〇 

〇〇〇〇
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 議案　第３５号 

 第３期那須塩原市子ども・子育て未来プラン－那須塩原市こども計画－につ 

 いて 

 第３期那須塩原市子ども・子育て未来プラン－那須塩原市こども計画－を別冊の 

 とおり定めることについて、那須塩原市議会基本条例（平成２４年那須塩原市条例 

 第１号）第１１条第２号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 報告　第１号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　 
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 専決処分　第１号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和７年１月１６日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和６年１０月３０日、那須塩原市〇〇地内において発生した事故によ 

 る相手側車両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、 

 和解する。 

 １　損害賠償額　　　６２４，７２３円 

 ２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は６２４，７２３円とし、過失割合は市 

 側が１００パーセントとする。 

 市は、上記損害額を相手側車両の修理先等に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

 異議の申立て、訴訟等を一切しない。 

 ３　相　手　方　　　那須塩原市〇〇 

 〇〇　〇〇 
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 報告　第２号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和７年２月２１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　 
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 専決処分　第２号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和７年１月３０日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和６年６月２８日、那須塩原市〇〇地内において発生した事故による相手側車 

 両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解する。 

 １　損害賠償額　　　３９７，９５０円 

 ２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は３９７，９５０円とし、過失割合は市 

 側が１００パーセントとする。 

 市は、上記損害額を相手方及び相手方が加入する保険会社等 

 に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

 異議の申立て、訴訟等を一切しない。 

 ３　相　手　方　　　栃木県大田原市〇〇 

 〇〇　〇〇
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